
令和３年 第１０回弟子屈町定例教育委員会会議録 

 

１ 日時：令和３年１０月２７日（水）午前１０時００分から午前１０時４５分まで 

２ 会場：弟子屈町公民館 講堂 

３ 出席委員 

   岩原教育長、金井教育長職務代理者、菅原委員、吉田委員、宮田委員 

  出席事務局 

   廣田管理課長、山口管理課長補佐、辻川指導室長、藤森社会教育課長 

  欠席事務局 

   渋田社会教育課長補佐、山本給食センター所長、小見山図書館副館長 

４ 会議録署名委員：菅原委員 

  前回署名：金井教育長職務代理者 

５ 傍聴人 なし 

  



議事日程 

 

   令和 ３年１０月２７日 

日 程 議案番号 議        件 
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会議録署名委員の指名について 

会期の決定について 

教育長行政報告について  

 

 

 

 

 



会議内容 

 

【開 会】 

廣田課長 ：ただ今より、令和３年第１０回定例教育委員会を、開会いたします。開会にあ

たり、岩原教育長より、ごあいさつ申し上げます。 

岩原教育長：おはようございます。 

      本日は、お忙しいところ、ご出席いただき、大変ありがとうございます。 

      コロナも９月いっぱいで色んな規制が解除されて、順調に減ってきております

が、気を緩めることなく対応していくことが大事だと、学校にもそういう指示

をしております。 

      それでは、只今から、令和３年第１０回定例教育委員会を、開会いたします。 

 

岩原教育長：日程１、会議録署名委員の指名につきましては、菅原委員に、お願いしたいと

思います。 

      前回の定例教育委員会での会議録の承認につきましては、金井教育長職務代理

者に、お願いしておりましたが、よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは、そのように、取り計らいたいと思います。 

 

岩原教育長：日程２、会期の決定ですが、会期につきましては、本日１日限りと致したいと

思いますが、これに、ご異議ございませんか？ 

各委員  ：ありません。 

岩原教育長：異議なしということで、会期は、本日１日限りと、致します。 

 

岩原教育長：日程３、教育長行政報告につきましては、私の方から、説明しますので、お手

元の資料を、見て頂きたいと思います。 

 

【行政報告件名】 

9 月 28 日 来客対応 

9 月 29 日 寄附採納 

9 月 30 日 通学路合同点検 

10月1日 釧路管内教育長会議・令和4年度教職員人事推進会議・管内教委連教育長部会議 

10 月 2 日 弟子屈中学校吹奏楽部第 12回定期演奏会 

10 月 3 日 町営球場改修記念エキシビジョンゲーム 

     フィギュア東北・北海道選手権大会で和琴小学校児童が 3 位 

10 月 5 日 第 7回連携校長会議 

     美留和小学校 学校運営協議会からの校舎・体育館屋根塗装要望書受理 

10 月 6 日～7日 令和 4年度教職員人事協議 

10 月 7 日～10 日 総合文化祭展示 

10 月 7 日 ゆたかな教育を求める全道キャラバン対応 

10 月 9 日 第 46 回弟子屈高校強歩遠足 



10 月 10 日 第 33 回出雲全日本大学選抜駅伝競走で東京国際大学が初出場、初優勝 

10 月 11 日 新外国語指導助手着任 

10 月 12 日 管内教育支援委員会による面接 

10 月 13 日 和琴小学校公開研究会 

10 月 14 日 弟子屈中学校 2年生による職場体験で役場来庁 

      重点事務事業プレゼン審査 

10 月 16 日 美留和小学校学芸会 

10 月 17 日 芸術鑑賞バス事業「舞台 グッドピープル」 

10 月 19 日 第 7 回連携教頭会議 

      釧路・根室地区公民館館長兼実務者研修会 

      みんなの弟高デー 

10 月 20 日 高校入試説明会 

10 月 21 日 生きがい講座「笑おう・学ぼう・楽しもう学習会」 

      特別支援教育研修会 

10 月 21 日～22 日 複式 2校修学旅行 

10 月 22 日 来客対応 

10 月 23 日 ジュニアアスリートコンディショニング教室 

10 月 24 日 全日本ノービス選手権大会に和琴小学校児童が出場 

10 月 25 日 弟子屈高校での弟子屈探究講話 

10 月 26 日 管内校長教頭合同研修会 

      校長会からの令和 4年度予算要望書受理 

 

【質疑応答】 

岩原教育長：以上で、行政報告について、終わらせて頂きます。 

      何か、ご意見や、質疑がありましたら、お願いします。 

各委員  ：ありません。 

岩原教育長：本日は、特に、議案や、専決処分等の報告案件がありませんので、ほかに協議

しておきたい事項・連絡などが、ありましたら、お願いします。 

      宮田さんは、コラムの関係はよろしいですか？ 

宮田委員 ：はい。大丈夫です。 

 

岩原教育長：なければ、議案ではありませんが、令和３年度教育行政方針に係る進捗状況に

ついて、報告したいと思います。 

      昨年も、１０月の委員会で中間報告させて頂きました。今回も、各担当の方か

ら、執行状況について簡単に説明をお願いします。 

廣田課長 ：はい。それでは、令和３年度教育行政方針に係る進捗状況について、ご説明い

たします。 

      今年度の教育行政方針では、お手元の資料に記載のとおり、全体で 111 件の事

務事業を計画していましたが、昨年度に引き続き、新型コロナウィルスの感染

拡大の影響を受け、当初の予定を変更せざるを得ないものが多数ありましたの

で、ここまでの実施状況及び今後の予定について、中間報告ということでご説



明させていただきます。 

      まず、全体的な実施状況についてですが、お手元の表では色分けして表示して

いますが、ほぼ予定通りに実施できたものは水色の８２件、年度末までに実施

予定が緑の１８件、縮小したものがピンク色の４件、中止となったものが黄色

の６件となっています。 

      これまでに実施済みの８２件と今後実施予定の１８件を合わせますと全体の約

９０%の事業がほぼ計画通りとなっています。昨年度の同時期の実施状況は約

８５％でしたから、それと比較しますと、厳しい状況の中ではありますが、な

んとか工夫しながら実施できているのではないかと思います。 

      次に、各課の実施状況ですが、私からは管理課所管の事務事業の主なものにつ

いてご説明いたします。 

      まず、学校関連の事業に関しましては、コロナの影響が多々生じておりまして、

特に緊急事態措置やまん延防止等重点措置の期間が長期にわたったことから、

運動会や学芸会、文化祭、修学旅行など、多くの行事が延期や規模の縮小など

当初の予定からの変更を余儀なくされています。 

      このような状況ではありますが、各学校では安易に中止にせず、様々な工夫を

凝らして子どもたちの学びの場を確保されており、教職員のみなさんに感謝し

たいと思います。 

      また、中学生の姉妹都市交流事業が昨年に続き中止となってしまいました。      

現在は、コロナの感染状況はだいぶ落ち着いてきましたが、中止の決断をした

時点では感染拡大が続き、先行き不透明な状況でありましたので、子どもたち

の安全最優先との判断をいたしました。 

      昨年は代替事業としてビデオレターを制作してアイスクリームと一緒に送りま

したが、今年も何か代わりの事業をできないか、両中学校に検討してもらって

いるところです。 

      次に１９番の ALT に関してですが、７月末で白糠町へ異動したワイレス・マシ

ューさんの後任の決定がコロナの影響で遅れ、8 月 9 月の 2 か月間欠員となっ

ていましたが、ようやく今月１１日に着任いたしました。タキナミ・ケイさん

という、アメリカ、マサチューセッツ州出身、日系２世の２３歳の青年です。

大変明るいスポーツマンで、弟子屈での生活にもすぐに馴染んでくれそうです。

今月いっぱいはマイケルに同行しての研修期間としていますが、来週からは単

独で行動してもらう予定です。 

      また、昨年度 GIGA スクール構想により整備したタブレット端末などの ICT 機

器については、今年度から本格的な利用がはじまりました。思っていた以上に

子どもたちの呑み込みも早く、授業や校外活動など様々な場面で利用されてお

り、各学校のホームページでもその様子が度々紹介されています。引き続き、

有効活用が促進されるよう、学習用アプリの導入など利用環境の拡充や教員の

研修の場の確保に努めたいと思います。 

      今後予定している事務・事業についても、コロナウィルス感染症の状況次第で

計画を変更せざるを得ない可能性はありますが、適切な感染予防対策を講じな

がら、子どもたちの学びを保証し、安心安全な学校運営に努めたいと思います



のでご理解をお願いしまして、簡単ですが管理課の執行状況に関する報告とい

たします。私からは以上です。 

辻川室長 ：続きまして指導室から、所管業務の中で今後実施予定のものと中止となったも

のを中心に、説明致します。 

      資料の緑色が実施予定ですが、１２番の弟子屈町の学力調査は、予定通り１２

月６日の週で、学校の行事を考慮して実施します。中３を除く学年で実施し、

先日、範囲表と家庭向けの案内を、学校を経由して配付をお願いしております。 

      １３番の学習状況の把握及び学習指導の改善ですが、先月全国学力学習状況調

査の町の結果を報告しまして、また各学校での分析も進めて、それを受けた授

業の改善、学習指導の改善を、中間的な検証の機会として先ほどの１２番の弟

子屈町の学力調査を利用できるというサイクルになっています。このサイクル

がずっと続いていくということで、各学校で活用をお願いしております。 

      ２７番は黄色くなっていますが、今年度の弟子屈町のイングリッシュキャンプ

ですが、当初９月１１日に中学生のみを対象にして行おうとしておりました。

しかし緊急事態宣言の発令により、延期又は中止として検討してまいりました

が、スケジュール的なことやコロナの今後の見通しが付かないということから、

残念ながら今年度も子供を集めて行うイングリッシュキャンプは中止というこ

とで、先日の実行委員会で決定しました。 

      その次のページで、３２番は先ほど教育長からお話があったとおり、先日特別

支援教育担当の先生方の研修を行いました。 

      ３５番、町の支援員を対象とした研修会も、今のところ２月に実施予定です。 

      最後に４５番、玉川大学との連携による英語指導力研修ですが、現在玉川大学

の工藤先生と日程を調整しており、１２月に実施するよう準備を進めておりま

す。 

      以上です。 

藤森課長 ：引き続き、社会教育課・公民館関連分については資料の７３番から 111 番まで

の全部で３９事業になります。主な状況について説明します。 

      まず、新型コロナの影響で中止や縮小した事業では、７５番の「弟高生が参加

する地域貢献活動への支援」では、例年、弟子屈高校の生徒さんに運営や進行

のお手伝いをお願いしていた、少年の主張などについて、事業自体が、コロナ

の感染対策による変更や中止のため、実施できない状況となっております。 

      次に８９番の「弟子屈町総合文化祭の開催支援」では、先ほど教育長からもあ

りましたが、備考欄記載のとおり、感染リスクを考慮のうえ、芸能発表会につ

いては中止、展示部門については、感染対策として会場を摩周観光文化センタ

ーへ変更し、かつ、期間を短縮して実施しております。 

      次に９１番「全児童生徒を対象とする芸術鑑賞事業の実施」と 102 番「各種ス

ポーツ教室の開催」、106番「屈斜路湖オープンウォータースイミング大会の開

催」は、すべてコロナの感染状況により中止としたもので、９１番は昨年に引

き続き２年連続の中止となったのですが、弟子屈高校の支援策として町内全児

童生徒を対象として予定していた「日本フィルハーモニー」のコンサート、

102 番は野球、サッカー、陸上の教室であります。 



      続いて、実施した事業につきましては、ページを戻りまして、まず、７３番、

７７番、７８番の社会教育事業及び公民館事業は、感染対策を行いながら、内

容や方法を適宜変更し実施してきております。 

      この他、主な実施事業としては、９４番の玉川大学との包括連携協定に基づく

屈斜路湖のマリゴケ植生調査、９６番、９７番は同一内容になりますが、昨年

来取り組んでおります、アイヌ政策推進交付金を活用した民族資料館の改修を

含む屈斜路コタン地区整備計画について、計画策定に向け地域の懇談会を重ね

ているところであります。 

      最後に 108番の町営野球場の改修については、toto の助成金を活用し、フェン

スなどの大規模改修を行い、去る１０月３日には改修記念のエキシビションゲ

ームを開催したところであります。 

      以上です。 

山口副所長：給食センター分について、私の方から、ご説明をさせて頂きます。 

      大きな８番「就学児童生徒保護者への支援」の４７番、「学校給食の無償提供」

につきましては、大きな１３番「学校給食の充実」の７１番とも重複しますが、

今年度の重点事業に取り入れられ、４月から実施されております。 

      そのほか、６７番の「衛生、安全管理の徹底と調理技術等の向上」から７２番

の「栄養教諭による食育指導」につきましては、例年同様に実施しております

が、６８番の「地場産品の積極的な活用」では、町内産の玉ねぎ・ジャガイ

モ・シイタケを通年使用しており、またこの時期には、ダイコンも使用してい

るほか、摩周メロンやトウモロコシも、ふるさと給食として、年１回提供して

おります。 

      さらに、今週２９日の献立には、「フルーツ牛乳もち」を提供する予定ですが、

町内の農業青年グループの弟子屈町４Ｈクラブが、牛乳消費拡大を目指して開

発したメニューであります。 

      ６９番の「季節の食材」等では、例として、今月１１日に「栗入りのきのこご

飯」を提供したほか、節目節目で、季節の献立や行事食を取り入れております。 

      給食センター分としては、上半期、予定通り実施しております。 

      以上です。 

岩原教育長：ただ今、事務局から、説明がありましたが、何か質疑がありましたら、よろし

くお願いします。 

      よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

 

岩原教育長：次に、来月開催を予定している総合教育会議の関係をお願いします。 

山口補佐 ：はい。 

      １枚もので、左上に「議案第＊号」という資料を配付しております。昨年度も

１１月の定例教育委員会の後、午後から、町長主催の総合教育会議が行われて

おります。その際には、去年の段階で、令和３年度、次年度の重点事業・予算

について、町長へ要望ということで、ご覧の１２項目を提出させて頂き、それ

ぞれ各委員からも補足説明して頂きました。 



      今年度につきましても、来年度の重点事業・予算について、ただいま整理して

いる段階でおりますが、整理でき次第、皆様にお知らせして、特に強くお願い

して頂きたい部分についてもお知らせしたいと思います。 

      以上です。 

岩原教育長：はい、よろしくお願いしたいと思います。 

 

岩原教育長：休憩します。 

 

岩原教育長：再開します。 

      最後に、次回以降の、教育委員会開催日時につきまして、確認します。 

      来月の「第１１回定例教育委員会」の開催日程につきましては、１１月２５日

ということで、前回もご案内しておりましたが、都合の方は、よろしいでしょ

うか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：この日は、午後１時３０分から、町長主催の「総合教育会議」の予定となって

おります。 

      開催方法は、会議にするのか、学校の授業を見てもらうのかということもあり

ますが、調整しながら、いい方法でやれればと思っておりますが、午後１時半

からですので、定例教育委員会を１１時からやってはどうかと思っております。 

      案件がどのくらいかわかりませんが、１１時からやって１２時で終えて、昼食

を取って、総合教育会議に臨みたいなと思っております。よろしいでしょう

か？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは、１１時で予定をお願いします。 

      それから、第１２回定例教育委員会につきましては、１２月２２日で予定して

おりますが、来月の定例教育委員会の会議のときに、再度、確認したいと思い

ます。 

      よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは、以上をもちまして、本日の会議「令和３年第１０回定例教育委員会」

を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 上記会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容は正確である

ことを証するため、ここに署名する。 

 

         弟子屈町教育委員会 教育長 岩原 勝行 

          

         弟子屈町教育委員会 委 員 菅原 誓之 


